
四日市市告示第１０６号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の

指定を取り消したので、公告する。 

平成２９年 ３月２１日 

四日市市長  森 智広    

 

１ 取消しする指定道路の種類 

建築基準法第４２条第１項第５号道路 

２ 指定年月日及び番号 

昭和４２年１１月２１日  第４２－道－１０号 

３ 取消しする指定道路の位置 

  四日市市ときわ三丁目６６４－７７地先から６６４－１２地先まで 

         ６６４－３７地先から６６４－５８地先まで 

         ６６４－１１地先から６６４－３地先まで 

         ６８３－２地先から６６４－２１地先まで 

         ６２６－１地先から６６４－７０地先まで 

 

 

４ 取消しする指定道路の延長及び幅員 

  延長 ２０５．３０ｍ  幅員 ５．５ｍ 

  延長 ６０３．４０ｍ  幅員 ４．６ｍ 

 

５ 指定取消しの年月日 

  平成２９年 ３月２１日 

 

（都市整備部建築指導課） 


